
男女共同参画情報誌「すてっぷ」作成業務委託契約に係る企画提案競技実施要領 

  

１ 業務の概要  

  男女共同参画に関する理解と認識を深めるとともに、男女共同参画センターに関する情報

を発信する男女共同参画情報誌「すてっぷ」を作成するもの 

 

２ 業務の内容 

  「男女共同参画情報誌「すてっぷ」作成業務委託仕様書」のとおり 

 

３ 予算上限額 

  本業務の委託見積限度額は、６４３，５００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。

なお、この金額は予算の上限であって、契約予定額ではないので留意すること。 

 

４ 契約期間 

  契約締結の日から令和８年９月３日までとする。 

 

５ 企画提案競技の参加資格 

  告示第６２５号で定められた資格要件のとおり。 

 

６ 企画提案競技参加申込書提出期限 

  令和８年５月１４日（木）午後６時 

 

７ 提案競技参加申込書提出時の提出書類 

 (1) 会社概要 

 (2) 会社定款 

(3) 決算書（財務諸表（貸借対照表・損益計算書及び株主資本等変動計算書））直前１期分。

なお、創業１年未満で決算書等がない場合においては、事業計画書及び資金計画等事業

状況が分かる書類 

 (4) 法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

(5) 印鑑登録証明書（原本提示の場合、写しでも可） 

 (6) 市税納税証明書（３か月以内に発行されたもの。写しでも可） 

 (7) PR 冊子等の印刷物で自社制作の作品（２点） 

(8) PR 冊子等の印刷物で令和３年度以降の自社制作作品の実績リスト 

 (9) 取材・執筆に当たる者（担当記者）の氏名及び経歴（仕事歴） 

  (10) 第６２号「身近にある性別による思い込み」（仮）のテーマに関する記事（Ａ４、１枚）。

なお、本市ホームページ（https://www.city.kagoshima.lg.jp/kizuki-action/index.html）

に掲載している、「気づいてアクション！かごしまの性別による思い込み」の調査結果及

びエピソードを盛り込むこと。 

(11) 第６２号「身近にある性別による思い込み」（仮）のテーマに沿った構成、デザイン（テ

ーマに関する文章は不要）の特集記事（Ａ４、２枚） 

   ※ページ構成等については仕様書参照のこと。 

(12) 紙面の作成及び情報発信等について、独自の提案がある場合は、独自提案書（様式の定

めなし） 

 (13) 見積書（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。） 

※ 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿及び鹿児島市業務委託等入札参加有資格業

者名簿に登載されている業者については、(2)から(5)までに掲げる書類の提出を免除する。 

※ (10)から(13)までについては、５月２７日（水）午後６時までに提出すること。 



※ (11)については、カラー印刷とすること。 

 

８ 提出部数 

  (1)から(13)までの書類 各１部 

  なお、(10)から(13)までの電子データ（Adobe PDF 形式）を格納した光学電磁記録媒体を

併せて提出すること。 

  ※電子データには、住所、団体名、団体を特定できるマーク（社章）等は記載しないこと。 

 

９ 提出方法 

  提出場所に持参、郵送又は宅配便の方法により提出すること。なお、郵送又は宅配便の場

合も提出期間内に必着とし、天災を除き、輸送途中のトラブル等は考慮しない。 

 

10 提出場所 

  鹿児島市荒田一丁目４番１号 

  鹿児島市市民局人権政策部男女共同参画推進課（サンエールかごしま１階） 

  電話 ０９９－８１３－０８５２ 電子メール danjokyodo@city.kagoshima.lg.jp 

 

11 質疑応答 

  本委託業務に係る条件や応募手続きについて質問がある場合には、以下の要領にて質問を

受ける。 

 (1) 質問方法 

質問内容を記載し、電子メールで送信すること。（様式の定めなし） 

電話など口頭による質問には回答しない。 

 (2) 質問受付期限   

令和８年５月８日（金）午後６時まで 

 (3) 質問先  

   10 提出場所に同じ 

 (4) 回答方法  

回答は、令和８年５月１２日（火）から同月１４日（木）までの間、本市ホームページ

上に掲載する。 

 

12 選定方法 

  業者選定委員会にて、別紙「男女共同参画情報誌作成業務委託に係る企画提案評価基準」

で示す評価基準に基づき評価を行う。 

 

13 選定結果等 

(1) 選定結果については、令和８年６月中旬までに文書で通知する。 

 (2) 選定結果について、質問及び異議の申立てはできない。 

 (3) 提出された書類は、返却しない。 

 (4) 提案競技に要した費用は、参加者の負担とする。 

 

14 スケジュール 

内容 日時 

質問受付期限 令和８年５月８日（金）午後６時まで 

質問回答掲載期間 令和８年５月１２日（火）から１４日（木） 

企画提案競技申込書提出期限 令和８年５月１４日（木）午後６時まで 

企画提案競技参加決定通知  令和８年５月１９日（火） 



７(10)～(13)の提出期限 令和８年５月２７日（水）午後６時まで 

選定結果通知 令和８年６月中旬 

 

15 業務の委託 

  選定委員会で選定された企画提案競技参加者に対し、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号に基づき、当該業務を委託する。（随意契約） 

  なお、書類の提出以降、企画提案競技に至るまでの間に、鹿児島市物品購入等有資格業者

の指名停止等に関する要綱及び鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱に基

づく指名停止を受けた場合は、企画提案競技に参加できない。 

  また、選定された者が、契約に至るまでの間に、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停

止等に関する要綱及び鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱に基づく指名

停止を受けた場合は、契約の締結を行わない。この場合は、次点の者と契約の交渉を行うも

のとする。 

 

16 提出書類の取扱い 

  提出書類の取扱いは、次の各号による。 

(1) 提出書類は返却しない。 

(2) 企画提案競技参加者が企画提案競技参加に要した費用については、全て当該企画提案競

技参加者が負担するものとする。 

(3) 提出書類は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとす

る。 

(4) 提出書類は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。 

 (5) 前号により公表する場合、提出書類の写しを作成し使用することができるものとする。 

 (6) 提出された書類について、鹿児島市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、不

開示情報を除いた情報を公開することがある。 


